さつま町プレミアム付商品券取扱店注意事項
１．プレミアム付商品券取扱店は、さつま町商工会員及び引受け表明をした会員以外の事業所とする。
２．商品券の金額と同額の商品、サービスを提供してください。また、商品券表示金額以下の場合、つり銭は出さないものとする。また、現金との引き換えも禁止します。
３．取扱店が商品券で他の金券（ビール券・印紙切手等）を購入し、金券ショップに持ち込むことは禁止します。
４．出資や債務の支払い（税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金、保険料など）
５．たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこ（喫煙用タバコ等）の購入
６．取扱店が商品券を購入し、売上なしで換金することを禁止します。
７．消費者使用の商品券の取扱店間の使い回しは禁止します。
８．取扱店において発生した事故（盗難・紛失・著しい劣化）は、その取扱店の責とします。
９．換金期限は令和８年１０月３０日（金）です。それ以後の換金はできませんので注意して下さい。
　　※換金の際には事前に枚数確認の上、商品券を持参ください
　　※上記４．５．は、商品券の使用対象とならないものです。

●上記のような不正換金の事例が報告されないようにご注意していただきますようよろしくお願いします。
●各店では商品券の発行に合わせ独自のバーゲン等、消費拡大に向けた取組みをお願いします。
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